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・目標管理評価の結果（H30.4～H31.3） ・勤務成績評価の結果（H29.10～H30.9）

構成比

3

（注）　職員手当には退職手当を含まない。

円 円 円

97.5 97.5

（注） ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を

　　　 用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の「行政職俸給表（―）」の適用職員の俸給月額を100として計算し

　　　 た指数です。

147,100 円 151,500 円

（５）ラスパイレス指数の状況（各年度4月1日現在）
平成30年度 平成29年度

大学卒 168,600 ― 179,200 185,800

高校卒 147,100 円 154,000 円

（４）職員の初任給の状況（平成30年4月1日現在）

区　分 一般行政職 技能労務職
国・県の制度（一般行政職）

国 兵庫県

平均給与月額 379,477 円 338,659 円

平均年齢 42.2 歳 45.8 歳

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成30年4月1日現在）

区分 一般行政職 技能労務職

平均給料月額 321,635 円 293,989 円

320 1,156,972 226,749 459,116 1,842,837 5,759

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

30年度
人　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

2,826,557 13.8

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

区分
職員数 給 与 費 　一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

30年度
人　 千円　 千円　 千円　 ％　

30,497 20,498,409 363,186

区分
住民基本台帳人口 歳　出　額　 実質収支 人　件　費 人 件 費 率

　　　　　（30年度末） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ

職員の給与の状況

（１）人件費の状況（普通会計決算）

計 325 100.0% 325 100.0% 計 325 100.0%

3 0.9%D（40点以下） 1 0.3% 1 0.3% 良好でない

C（41点以上55点以下） 8 2.5% 7 2.2% やや良好でない 23 7.1%

234 72.0%B（56点以上70点以下） 182 56.0% 176 54.1% 良好

A（71点以上85点以下） 134 41.2% 141 43.4% 特に良好 59 18.2%

6 1.8%S（86点以上） 0 0.0% 0 0.0% 極めて良好

該当職員 構成比 該当職員

差　　引 △1

人事評価の状況

評価結果判定区分
（100点満点）

H30.4～H30.9 H30.10～H31.3
勤務成績
評価区分

該当
職員

構成比

退　　職

（２）職員数の状況（各年度4月1日現在）

平成31年度 325

平成30年度 326

令和元年９月公表

　　　　　人事行政の運営等の状況について

　　朝来市の人事行政運営等について、市民の皆さんに理解していただくため、「朝来市人事行政の運営等の状況の公
表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務等について、平成30年度の概要を公表します。

職員の任免及び職員数に関する状況

（１）職員の任免の状況（H30.4.1～H31.3.31）

採　　用

1



円 円

円

人 人 人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

（30年度支給割合） （30年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（2%～45%加算） 定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）

　　　

千円

千円

一部異なる
交通用具利用　国は、
2㎞未満無支給

・交通機関等利用

運賃等相当額（鉄道等利用者は６箇月定期券の額）

支給限度額　55,000円（１箇月あたりの運賃等相当額）

・交通用具利用（1㎞以上）

通勤距離に応じて1,000円～31,600円

上記額の1／2の額

通勤手当

通勤のため交通機関、交通用具（自動車等）を使用し
ている職員に支給（通勤距離が片道１km未満である職
員を除く）

住居手当

自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員

同一

・家賃23,000円以下 家賃－12,000円

・家賃23,001円～55,000円

（家賃額－23,000円）×1/2＋11,000円

・家賃55千円以上　 27,000円

単身赴任手当を支給されている職員の配偶者が居住する住宅

扶養手当

扶養親族のある職員に対して支給

同一

・配偶者　6,500円

・子　　10,000円

・配偶者以外 　1人につき6,500円

・満16歳から22歳年度末までの子は5,000円を加算

支給実績（30年度決算） 75,831

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 321

⑤その他の手当（平成30年４月１日現在）

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と異なる内容

職員全体に占める手当支給職員の割合（30年度） 2.8 　％

手当の種類（手当数） 5

④時間外勤務手当

支給実績（30年度決算） 1,326 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（30年度決算） 147,320 　円

47.709 47.709 47.709 47.709

③特殊勤務手当

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

39.7575 47.709 39.7575 47.709

（支給率）　　　　　　　　　　自己都合　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年
19.6695 24.586875 19.6695 24.586875

2.60 1.85 2.60 1.85

②退職手当

朝　　　　　　　来　　　　　　　市 国

100.0

（注）「 朝来市職員の給与に関する条例」に基づく給料表の級区分による職員数です。

（８）職員手当の状況（平成30年度）

①期末・勤勉手当

朝　　　　　　　　　　　来　　　　　　　　　　　市 国

22 230

構成比 8.7 7.4 19.1 35.7 6.5 13.0 9.6

部長・担当部長
局長・公室長

次長
職員数 20 17 44 82 15 30

合計

標準的な
職務内容

主事
書記

主事
書記

主任
主査

上席主査
係長

課長補佐
副課室長

課長
課参事

理事・危機管理監
統括部長・会計管理者

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいいます。

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成30年4月1日現在）

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

一般行政職
大学卒 245,700 280,980 330,771

高校卒 該当なし 該当なし 288,400

（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成30年4月1日現在）

区　　　　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年
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円

円

円

円

4

休憩　午後0時から午後1時まで

5

（１）種類

（２）取得状況（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

・育児休業　９人

・育児短時間勤務　０人

・部分休業　３人

6

7

　　　　職員は、地方公務員法第38条の規定により、営利企業等への従事が制限されていますが、任命権者の許可を受けて、営
　　利企業等に従事することが認められています。

職員の服務の状況

（１）職務専念義務の免除
　　　　職員は、地方公務員法第35条の規定により、職務に専念する義務を有していますが、法律又は条例に特別の定めがある
　　 場合に、限定的に当該義務を免除することがあります。条例で職務専念義務を免除できる場合としては、休暇のほか、「朝来
     市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」で規定しています。

（２）営利企業等の従事制限に関する許可

（２）懲戒処分の状況

懲　　　　戒　　　　処　　　　分

　職員の一定の義務違反に対する責任を問うための処
分で、公務における規律と秩序の維持を目的とします。

件　数 備　　　　　　　　　　考

０件 　（免職 0件、停職 0件、減給 0件、戒告0件）

部分休業
子が小学校就学の始期に達するまで、１日の勤務時間の一部（２時間を超えない範囲内の時
間）について、勤務しないことが認められる制度。

職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限処分の状況

分　　　　限　　　　処　　　　分

　職員がその職責を十分に果たすことができない場合に
行われる処分で、公務能率の維持を目的とします。

件　数 備　　　　　　　　　　考

１件 　（免職 0件、休職 １件、降任 0件、降給 0件）

1年につき20日付与
9.0日  年間を通して在職した一般職員の平均です。

※翌年に繰越可能（最大20日）

職員の休業に関する状況

育
児

休
業
等

育児休業 子を養育するため、子が３歳に達するまで休業することができる制度

育児短時間勤務
子が小学校就学の始期に達するまで、週３８時間４５分より短い勤務時間で勤務することを認め
る制度

午前8時30分 午後5時15分 土曜日、日曜日 38時間45分

（２）年次休暇の取得状況（H30.1.1～H30.12.31）

概　　　　　要 平均取得日数 備　　　　　　　　　　考

（１）勤務時間の状況（標準的な職場）  平成30年4月1日現在

勤務時間
休憩時間 週休日

1週間の正規
の勤務時間開始時刻 終了時刻

副 議 長 4.45 月分

議 員

職員の勤務時間その他勤務条件の状況

期
末
手
当

市 長 　　（30年度支給割合）

副 市 長 4.45 月分

収 入 役

議 長 　　（30年度支給割合）

報
酬

議 長 441,000 528,000円  /  327,000円

副 議 長 363,000 462,000円  /  279,000円

議　　　　　　員 324,000 431,000円  /  259,000円

副 市 長 684,000 円 794,000円  /  512,000円

収 入 役 -

（９）特別職の報酬等の状況（平成30年4月1日現在）

区 分 給    料    月    額    等

給
料

（参考）類似団体における最高/最低額

市 長 865,000 円 980,000円  /  430,000円

3
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職員健康診断の実施

（２）公務災害等の認定状況

公務災害 通勤災害 計

10件 0件 10件

職員の保健等に関すること 受診者数　 203人

共済組合
職員は、地方公務員を対象とする社会保険制度である兵庫県市町村職員共済組合又は公立
学校共済組合兵庫県支部に加入し、職員と市が分担拠出する財源により医療や年金の給付を
受けています。

職員互助会

職員の福利厚生の実施について、（財）兵庫県町村職員互助会又は兵庫県学校厚生会及び朝
来市職員会等を通じて福利厚生事業を行っています。
■会員数　　（財）兵庫県町村職員互助会   300人
　　　　　　　兵庫県学校厚生会　　　　　　 　　　29人
　　　　　　　朝来市職員会　　　　　　　　　　   329人

職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）福利厚生の状況

区　　　　　分 内　　　　　　　　　　　容

大学院派遣 兵庫県立大学 　兵庫県立大学大学院派遣 1

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 1294

県派遣 兵庫県市町振興課 　兵庫県市町振興課派遣 1

県派遣 兵庫県朝来土地改良センター 　兵庫県朝来土地改良センター派遣 1

その他 　情報化研修ほか 64

国派遣 総務省自治行政局 　総務省自治財政局派遣 1

但馬広域行政事務組合 　法制執務・行政法・地方自治法・人権啓発研修など 41

兵庫県（市町振興課） 　実務担当者研修など 6

兵庫県市町村振興協会 　パソコン研修 9

　クレーム対応向上研修 6

　協働による政策づくり研修 1

　政策形成実践研修

　民法研修 3

　女性リーダー育成研修（前期） 2

　女性リーダー育成研修（後期） 2

　市町職員接遇指導者養成研修 1

兵庫県自治研修所

特別研修

自治大学校 　第２部課程 1

29

一般研修
（階層別研修）

兵庫県自治研修所

　第１部研修 4

　監督職研修 5

　管理職研修 2

但馬広域行政事務組合 　新任職員研修（前期・後期）

　接遇・クレーム対応研修 50

　ハラスメント研修 101

　人事評価制度研修 51

　デジタルマーケティング研修 47

　ゲートキーパー養成講座 21

　手話研修 226

　再任用職員研修 13独自研修

  新任職員研修（前期・後期） 30

  課題解決力向上研修 36

　３Cプロジェクト研修 292

  人権研修 244

※営利企業等に再就職した職員は、退職後２年間は、退職前５年間に担当していた業務に関連して職員に働きかけをするこ
とを禁止しています。

職員研修の状況

区　分 実施場所等 研　　修　　内　　容 受講者数（人）

課長職 1 1 1

3

次長職 1 1 1

市嘱託職員等

部長職 4 2 1

（２）再就職状況の概要

退職時の職位 退職者数
届け出のあった者 その他 再就職者

合計民間企業等 再任用

職員の退職管理の状況

　朝来市職員の退職管理に関する条例に基づき、課長職以上であった職員が離職後２年間に営利企業等に再就職した状況
を公表します。

（１）対象者

公表前年度に退職した営利企業等へ再就職した課長職以上の職員（他自治体との交流による割愛退職等を除く）

1

国派遣 内閣官房まちひとしごと創生本部事務局 　内閣官房まちひとしごと創生本部事務局派遣 1

国際文化アカデミー 　地方公営企業法の適用に向けた実務研修 1

4
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　一般行政職（土木職） 1 1 1.0

(注）上記は、平成31年４月１日付け採用に係る競争試験の状況です。

　保健師 4 1 4.0

　一般行政職（社会人経験者） 7 2 3.5

　保育教諭 4 2 2.0

　一般行政職（Uターン者） 4 0 0.0

1 0 0.0

　一般行政職（文化財専門員） 4 1 4.0

　一般行政職（身体障害者）

1 4.0

　一般行政職（事務職） 79 9 8.8

　一般行政職（高校新卒） 4

職員の競争試験及び選考の状況

（単位：人）

試験の種類 職　　　　種 受験者数 合格者数 競争率

競争試験

5


